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地域包括支援センターについて 

１ 地域包括支援センター（包括）とは 

・高齢者が多様な社会資源を活用しながら、住み慣れた地域で安心して過ごすことができるよ

うにするため、包括的、継続的に支援することを目的としています。 

・保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員（主任ケアマネ）の３職種を配置し、各職種の専

門性を活かした業務を行います。 

・市内６か所（北部：富士松・雁が音、中部：中部・中央、南部：依佐美・朝日）に設置して

います。 

・包括の業務は、大きく包括的支援事業、介護予防日常生活支援総合事業、指定介護予防支援

事業に分けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認知症施策の推進を図るため、認知症地域支援推進員を各包括に配置しています。 

（平成２７年度より） 

 

 

 

 

 

 

・地域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能

を持つ、生活支援コーディネーターを各包括に配置しています。（平成２８年度より） 

 

 

 

 

 

・認知症の人及びその家族に早期に関わり、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する

ため、認知症初期集中支援チームを各包括に配置しています。（平成３０年度より） 

 

 

 

※「認知症地域支援推進員」・・・認知症に関する医療、介護における専門的知識及び

経験を有する有資格者で、国が実施する「認知症地域支援推進員等研修」の修了者。

推進員は、認知症の人ができる限り住み慣れた環境で暮らし続けることができるよ

う、地域の実情に応じて、医療機関、介護サービス事業所及び地域の支援機関をつな

ぐ連携支援、認知症の人及びその家族を支援する相談業務等を行う。 

※「生活支援コーディネーター」・・・高齢者のニーズに合った生活支援等サービスが

行われるように、既存の資源を把握し、地域に不足するサービスの創出及びサービス

の担い手の養成等の資源開発並びに関係者間の情報共有、サービス提供主体間の連携

の体制づくりなどのネットワーク構築を行う。 

【包括的支援事業】 

① 総合相談支援業務 

② 権利擁護業務 

③ 包括的、継続的ケアマネジメント支援業務 

(多職種協働による地域包括支援ネットワ

ークの構築) 

【指定介護予防支援事業】 

介護保険における予防給付の対象となる要支援者（要支援１・２）が、介護予防サービ

ス等の適切な利用等を行うことができるよう、介護予防サービス計画を作成するととも

に、その計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、事業者等関係機関との連絡調

整など予防給付に関するケアマネジメント業務を行う。 

【介護予防日常生活支援総合事業】 

④介護予防ケアマネジメント業務 

 (包括的支援事業と一体的に実施) 

・一般介護予防事業 

 介護予防における地域づくりの 

推進 

※「認知症初期集中支援チーム」・・・医療及び福祉分野における専門職２人以上と、

専門的見識から助言を行う認知症サポート医１人でチームを組み、認知症が疑われる

人又は認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメントの実施、支援計画等を通じ、

介護サービス及び医療につなげていく個別支援を包括的、集中的に行う。 

資料６－１ 



地域包括支援センターのイメージ

保健師等
主任ケア

マネジャー

社会福祉士

チームアプローチ

・センター運営支援、評価

・地域資源のネットワーク化

・中立性の確保

・人材確保支援

介護サービス及び介護予防サー

ビスの利用者、介護保険の被保

地域の社会資源や地域における

権利擁護、相談事業等を担う関係

介護サービス及び介護予防サー

ビスに関する事業者及び職能団
地域ケアに関す

る学識経験者

地域包括支援センター

運営協議会

実施の手順
・アセスメントの実施

↓

・プランの策定

↓

・事業者による事業実施

↓

・再アセスメント

・要支援者の介護予防サービス計画（プラン）の作成等

認知症地域支援推進員

生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

①総合相談支援業務
②権利擁護業務

虐待防止・早期発見

③包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援業務

・医療機関や地域の関係機関

との連携体制構築

・支援困難事例等への指導・助言

・地域でのケアマネジャーのネット

ワークの構築等

多職種協働による地域包括支援ネット

ワークの構築

行政機関、保健所、医療機関、児童相談

所など必要なサービスにつなぐ

虐待防止 介護サービス ボランティア

医療サービス ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｻｰﾋﾞｽ 成年後見制度

介護相談員 地域権利擁護 民生委員

・地域におけるネットワーク構築

や実態把握等
・成年後見制度利用への支援

・消費者被害への対応等

１．【包括的支援事業】

３．【指定介護予防支援事業】

認知症初期集中支援ﾁｰﾑ

・介護予防における

地域づくりの推進

一般介護予防事業

２．【介護予防日常

生活支援総合事業】

④介護予防ケアマネ

ジメント業務

実施の手順
・アセスメントの実

施

↓

・プランの策定

↓

・サービスの実施

↓

・再アセスメント

・介護予防に関する啓発等

・事業対象者へのケアマネジメントによ

るプラン作成

地域包括支援センター運営事

業（委託）

（１包括支援事業、２介護予防

日常生活支援総合事業、３指定

認知症総合支援事業（委託）

生活支援体制整備事業（委託）

2

地域ケア会議推進事業

（委託）
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２ 基幹型地域包括支援センターとは 

 【設置目的】 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して生活を営むことができる「地域包括ケアシス

テム」の構築に当たり、市内６か所の地域包括支援センターの運営を適切かつ効率的に実施

できる環境を整備することを目的としています。 

【設置場所】 

  刈谷市役所１階に設置しています。 

【配置職種】 

  保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員（主任ケアマネ）の３職種を配置し、各職種の専

門性を活かした業務を行います。 

 【業務内容】 

 地域包括支援センターからの処遇困難事例及び虐待事例の対応相談、職員資質向上を図るた

め研修の実施等を行います。 

 

３ 地域包括支援センターごとの高齢者人口 

・令和６年４月１日現在の高齢者人口及び高齢化率 

  人口 
高齢者人口 

（６５歳～） 
高齢化率 

全高齢者に対し 

て占める割合 

刈谷富士松地域包括支援センター 23,791 5,522 23.2% 17.5% 

刈谷雁が音地域包括支援センター 27,181 5,040 18.5% 16.0% 

刈谷中部地域包括支援センター 33,430 6,410 19.1% 20.3% 

刈谷中央地域包括支援センター 19,026 3,675 19.3% 11.6% 

刈谷依佐美地域包括支援センター 24,571 5,569 22.7% 17.7% 

刈谷朝日地域包括支援センター 24,683 5,336 21.6% 16.9% 

刈谷市 152,682 31,552 20.7% 100% 

 

４ 令和６年度事業計画 

   ・別紙（令和６年度の各地域包括支援センターの事業計画書（抜粋）資料６－２）参照 

→各事業について、活動目標及び主な支援センター業務を記載しています。 

 

５ 令和６年度予算                             単位（千円） 

             
地域包括支援センター委託一覧 

計 
富士松 雁が音 中部 中央 依佐美 朝日 基幹型 

地域包括支援セ

ンター運営事業 
26,177 29,237 35,354 26,025 26,178 29,244 30,727 202,942 

認知症総合支援

業務 
6,283 6,283 9,143 6,283 6,283 6,283 ― 40,558 

地域ケア会議推

進事業 
460 460 460 340 460 460 ― 2,640 

生活支援体制整

備事業 
3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 ― 18,360 

→地域包括支援センターのイメージ図にもありますが、上記４つの事業を委託しています。 
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６ 令和５年度実績報告 

  ・別紙（令和５年度地域包括支援センター業務報告書（年報）資料６‐３）参照 

  →令和５年度の利用者数、相談件数、援助方法等の実績を記載しています。  （単位 件数） 

 

 ・その他の年間活動実績 

地域との連携 

（ﾈｯﾄﾜ ｰｸ構 

築） 

・担当区域内の地域密着型サービス運営推進会議やサロンへの訪問、いきい

きクラブ役員会への参加、民生児童委員協議会での包括ＰＲ等 

・いきいきクラブでの介護予防教室の実施 

・認知症サポーター養成講座への講師派遣（２２回） 

※市内学校９回（中学校３、小学校６）、企業等３回、住民等１０回 

医療と介護 

の 連 携 

・医療関係者との連携について、刈谷豊田総合病院との医療連携検討会への

出席 

・認知症地域支援推進員として、刈谷医師会認知症委員会（４回）への参画 

現状把握・ 

課 題 整 理 

・地域ケア会議を通じた地域課題の把握（３７回） 

・生活支援・介護予防体制整備推進協議会で地域課題について協議（３回） 

・全センターが出席する会議での情報交換 

センター長会議…２回、センター連絡会…６回、職種別部会…３７回（社

会福祉士…１２回、保健師…６回、主任ケアマネ…７回、生活支援コーデ

ィネーター…１２回）、衣浦６市地域包括支援センター連絡協議会…２回 

・刈谷ケアマネ連絡会での情報交換（総会…１回、役員会…１１回、研修会

…２回） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 富士松 雁が音 中部 中央 依佐美 朝日 合計 

昨年度比

伸び率

（％） 

利 用 者 数 5,495 6,381 9,949 5,342 4,936 7,684 39,787 1.6 

来 所 224 369 661 287 190 457 2,188 2.9 

利用者宅訪問 2,211 1,407 2,898 1,125 1,312 2,096 11,049 5.1 



活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

介護支援専門員に対する支援

地域におけるネットワーク構築

指定介護予防支援

総合事業

地域リハビリテーション活動支援

ネットワーク構築支援センターのＰＲ、
保健・福祉・地域情報
の発信による広報活
動の推進。見守り、早
期発見、早期対応の
ネットワーク強化

⑤地域ケアシステム
構築業務

通年

（１）サロンや介護予防教室等に出向いて支援センターのＰＲと情報交換・情報発信し、必要に
応じて社会資源の結び付けができるように調整してゆく。
（２）カフェやサロンを通じて地域住民へ保健指導を行っていく。
（３）民生委員、老人クラブ、ボランティア、町内会等への支援センターのＰＲと情報交換を行い、
支援の必要なケースについての把握を行う。それにより、地域課題を抽出し、地域の問題に対
して支援のありかたを検討する。
（４）地域密着運営推進会議への参加をし、地域密着型事業所を地域に開いたものにするため
の相談、情報の共有を図る
（５）認知症サポーター養成講座の開催
（６）地域ケア会議を開催し、地域課題の解決に向けた働きかけを行う
（７）地域の社会資源（インフォーマル）の発見、ニーズへの繋ぎを行う事で、充実した地域ケア
システムの構築を図る
（８）「地域づくり」についての研修会を実施し、地域の意識向上を図る

介護予防の拠点とし
て高齢者の実態把握
と介護予防マネジメン
トが出来る。

④介護予防ケアマネ
ジメント業務

通年

（１）介護保険サービスの必要性に応じて、介護保険の申請または基本チェックリストで事業対
象者であるかの確認を行う。
（２）事業対象者に対し、事業の説明、勧奨を行う。
（３）マネジメントプロセスに添って、サービス調整から給付まで適切に管理する。
（４）一般介護予防事業を含め、地域で実施されている社会資源の利用の勧奨を行う。

（１）事業対象となる団体へ事業の紹介を行う。
（２）地域リハビリテーション活動実施に伴い、関連機関と連携を図る。
（３）事業実施団体の状況を把握する。

（１）自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上に努める
（２）アセスメント、計画原案、担当者会議、モニタリング、評価、給付管理、報酬請求を適切に行
う
（３）地域とのインフォーマルサービスとの連携（地域社会資源情報収集）
（４）ネットワークを活用した情報が寄せられるリアルタイムな実体把握の構築
（５）委託先の計画原案が適切に作成されているか、内容が妥当か確認を行う。又課題につい
ても内容について確認を行い支援の方針を決定する。

包括的・継続的な
サービスの提供、社
会資源を活用した、ケ
アマネジメントができ
る

③包括的・継続的ケ
アマネジメント支援業
務

包括的・継続的ケアマネジメントの実践が可能な環境整備と、個々の介護支援専門員等への支
援を行う。

通年

（１）医療機関（病院の地域連携室、病院ＳＷ）や地域の関係機関（民生委員等）との連絡体制
の構築への取り組み
（２）サービス担当者会議開催支援
（３）入院・退所時の連携
（４）地域との連携によるインフォーマルの提供支援、開発及び情報の整理

（１）介護支援専門員の実践力向上支援
・ケアマネ連絡会と協働しながら研修会・事例検討会などを開催し、介護支援専門員の質の向
上と、介護支援専門員同士のネットワークの構築を支援する。
・介護保険サービスや介護保険以外のサービスに加えて、安心・安全で自立した生活を継続で
きるような地域資源や日常生活関連サービス等の情報及び活用方法を収集し、介護支援専門
員等に提供する。
・ケアマネ活動の状況把握や支援に努め、主任介護支援専門員等との連絡体制を構築する。
（２）介護支援専門員に対する個別支援
・介護支援専門員の相談窓口となり、ケアプラン作成や評価への助言・指導をする。
・介護支援専門員が抱える困難事例について、具体的支援方針を検討し、指導助言を行う。
・介護支援専門員が困難を抱えたときに、地域包括支援センターに相談しやすい体制を作るた
め、相談窓口の周知とともに、日頃から顔の見える関係つくりに努め介護支援専門員の孤立化
の防止に努める。
・より多くの情報を介護支援専門員に提供することで介護支援専門員の資質の向上に努める。

令和6年度　刈谷富士松地域包括支援センター　事業計画

地域の高齢者が住み
慣れた地域で安心し
てその人らしい生活を
継続できる。

①総合相談支援業務 相談者や相談機関、相談内容、相談状況は多種多様であり、又その相談内容は相談者の生活
環境の様々な要因により変化する。どのような人からの相談であろうとも、またどのような相談
内容や状況であろうとも、まずは相談内容を的確に把握する。高齢者が住み慣れた地域で安心
して、その人らしい生活を継続していくことが出来るよう、地域の身近な保健・福祉・医療の総合
相談窓口としての機能の充実を図る。

（１)総合相談業務
・地域における高齢者の総合相談の中核的機関としての役割を果たすために、関係機関との連
携のもと、様々な相談内容について、総合的に相談できる体制を作る。
（２）地域のネットワークの構築
（３）適切な関係機関への紹介や連絡調整

【相談窓口確保】
◎把握高齢者へのアプローチ・モニタリング・継続支援
◎民生委員との情報連携
◎町内会、老人クラブ、地区社協との連携
◎包括支援センターの役割について地域への啓発活動を行う

通年

②権利擁護業務 高齢者が住み慣れた地域において尊厳ある生活を維持し、安心して暮らすことが出来るよう、
権利侵害の予防や対応、権利行使の支援等、専門性に基づいた権利擁護のために必要な支
援を行う。

（１）高齢者虐待への適切な対応
・高齢者虐待への対応手順に従い、虐待の早期発見、防止のための体制を構築
・困難ケースについては、市及び地域包括支援センター全体で検討・支援する
・民生委員・児童委員や関係機関と連絡を取り、情報を収集しやすい体制を構築する。
・虐待防止のために、地域住民及び関係機関、施設等も含めた関係機関への虐待の早期発見
や通報義務を伝える研修などを行い、啓発活動に努める。
（２）適時適切な緊急時の対応に努め、高齢者の権利擁護を図る
（３）地域団体・関係機関と連携し消費者被害の防止及び対応に関する業務
（４）成年後見制度に関する業務

【権利擁護】
◎個別ケース対応と関係機関との連携を図り、各ケースから地域課題を抽出する
◎地域の社会資源（インフォーマルサービス）とニーズの把握・発信
◎医療機関（サポート医）との連携
◎地域ケア会議の開催（個別ケース）

通年

地域包括支援センター運営事業 資料６－２
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

認知症初期集中支援
チームによる認知症
の早期発見、早期対
応に向けた支援体制
が構築できる

・支援対象者の把
握・決定・訪問
・アセスメントの実施
・チーム員会議の開
催
・支援の実施
・直接支援
・モニタリング

・初期集中支援チームが包括に配属されたことをPRする。
・サポート医や関係機関との顔の見える関係づくり。
・相談ケースの方や家族を認知症カフェへ繋げ、訪問してくれるサポート医と連携し対
応していく。

通年

令和6年度　刈谷富士松地域包括支援センター　事業計画

認知症地域支援推進員業務（仕様書：１）

認知症カフェの開催、
サロンの立ち上げが
できる

認知症の人とその
家族の支援する事
業

・サロンの立ち上げに興味・意欲がある方の連携を図り、支援を行う。
・担当地域の町ごとに集まれる場所を模索する。
・介護サービス事業所等による認知症カフェの開設支援及び運営支援。

通年

支援センターのＰＲ、
保健・福祉・地域情報
の発信による広報活
動の推進。見守り、早
期発見、早期対応の
ネットワーク強化がで
きる

医療・介護・地域支
援サービスの連携
を図る事業

・認知症地域支援推進員が包括に配属されたことをＰＲする。
・認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に対しての理解を求める。
・各町ごとに人口、高齢者人口、高齢化率、高齢者世帯、単世帯数、要介護認定者数
を把握し、統計を取る。
・認知症に対応している医療機関の把握。
・地域ケア会議等を通じて地域の課題を把握、整理をする。
・認知症に関する支援をしている団体の把握（ＮＰＯ法人など）。
・グループホーム会議への参加、継続支援（定期的に開催）。
・認知症高齢者及び若年性認知症、その家族に対しての相談支援。
・医療機関、介護サービス事業者等の連携支援体制の構築。
・医師会ネットワーク会議への出席、認知症市民フォーラムの企画運営への参画。
・認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワークの整備、事業への協力。
・認知症ケア研修会の開催。
・認知症ケアパスの普及。
・地域密着型サービス事業所連絡会の開催及び運営支援。
・介護事業所サービス従事者向け研修会の開催。
・刈谷市及び地域包括支援センターが主催する地域ケア会議等への参加。
・認知症カフェ主催者交流会開催の企画。
・その他、認知症ケアサポートシステムに関する各種事業への参画。

通年

初期集中支援チーム員業務（仕様書：２）

認知症総合支援業務
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

関係機関とのネット
ワーク構築が図れる

・その他事業の実施の際
に必要な業務

・自立支援に必要な専門的知識・技術を習得する。
・地域支援ネットワークを構築する。

通年

多機関・多職種との連携（仕様書：４，５，８）

様々な機関や職種と
連携が図れる

・介護・福祉・保健・医療
など多機関・多職種との
連絡調整
・生活支援コーディネー
ターとの連携・調整、情
報共有
・会議の推進にあたり連
絡会議への参加

・活動を行っている期間、団体へ足を運び、把握し、関係を築く。
・お互いの役割分担等についての共通認識の醸成。

通年

後方支援（仕様書：６，７）

自立支援に向けた後
方支援ができる

・高齢者の自立支援に向
けた社会資源情報の活
用や、新たなサービスの
開発検討
・介護サービス事業所の
職員及び介護支援専門
員のケアマネジメント向
上のための支援

・新たな資源開発の検討、地域づくり、既存の社会資源の活用の可能性を探る。
・要支援、要介護者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために地域づくり、地
域包括ケアシステムの構築を図る。

通年

その他（仕様書１０）

令和6年度　刈谷富士松地域包括支援センター　事業計画

会議の実施（仕様書：１，２，３，９，）

地域ケア会議が実施
できる

・地域ケア会議の実施
・支援困難事例の検討
・地域課題の把握および
共有・支援策の検討
・アドバイザーの意見を
取り入れ会議の充実を
図る

・潜在ニーズの顕在化、地域に共通する課題の表出。
・各町単位での開催。

通年

地域ケア会議推進事業
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

・生活支援コーディネーター
を地域に浸透させることが
できる。

・啓発活動 ・地域のサロンやカフェ、健康いちばん等いきいきクラブの行事、その他地域の集いに参
加しコーディネーターの広報活動をおこなう。
・地域住民向けに出前講座をおこない、生活支援コーディネーターの役割を理解してもら
う。

通年

ネットワーク構築（仕様書：１，２，３，４）

・地域の中で助け合いの
ネットワークが構築できる。
・コーディネーター同士で連
携が図れるようになる。

・地域のニーズと資源の状況
の見える化、問題提起。
・関係者のネットワーク化。
・コーディネーター間での情
報共有及び連携。
・多様な活動主体への働きか
け。

・地域のサロンやカフェ、健康いちばん等いきいきクラブの行事、その他地域の集いに参
加し、ニーズ調査をおこなう。
・刈谷市北部地域のコーディネーターと定期ミーティングをおこない、北部圏域の情報を
共有していく。必要に応じ協働にてプロジェクトをすすめていく。
・生活支援コーディネーター連絡会への参加。
・地域の様々な企業へ地域貢献に関する意識調査など、働きかけをおこなう。

通年

ニーズと取組のマッチング（仕様書：６）

・ニーズに見合う取り組み
や資源がスムーズにマッチ
ングできる。

・ニーズとサービスのマッチン
グ。

・地域資源、地域のサークル活動等の調査をおこなっていく。
・北部地域を中心に拠点が増やせるよう普及活動および担い手の確保をおこなう。感染
症予防及び介護予防活動の両立が図れるサロンの運営を目指す。
・福祉委員会へ積極的に関わり、地域住民への生活支援体制の周知に努める

通年

その他（仕様書：７，８，９，１０）

令和6年度　刈谷富士松地域包括支援センター　事業計画

資源開発（仕様書：１，５）

・地域の課題を整理し、新
たな資源を開発できる。
・人的資源や担い手を見つ
けることができる。

・地域のニーズと資源の状況
の見える化、問題提起。
生活支援の担い手の要請や
サービスの開発。

・地域のサロンやカフェ、健康いちばん等いきいきクラブの行事、その他地域の集いに参
加し、ニーズ調査をおこなう。
・地域ケア会議にて課題を把握する。
・地域の住民と顔の見える関係づくりに努め、担い手となってもらえそうな方を見つけて
いく。
・地元企業や商店などにサロンや集いの場創設の働きかけをおこなっていく。

通年

生活支援コーディネーター業務

4



活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

総合相談支援業務 通年

①総合相談業務

②地域のネットワークの構築

③適切な関係機関への紹介や連絡調整

【相談窓口確保】

・把握高齢者へのアプローチ・モニタリング・継続支援

・新しい民生委員との顔つなぎを行う

・町内会、いきいきクラブ、地区社協との連携

・包括支援センターの役割について地域への啓発活動を行う

権利擁護業務 通年

（１）高齢者虐待への適切な対応

①高齢者虐待への対応手順に従い、虐待の早期発見、防止のための体制を整える。

②困難ケースは市及び基幹包括、地域包括支援センター全体で検討する。

③新しい民生委員とのコミュニケーションを図り、連携を深める。

④虐待防止のために、地域住民及び関係機関、施設等も含めた関係機関

への虐待の早期発見や通報義務を伝える研修などを行い、啓発活動に努める。

（２）適時適切な緊急時の対応に努め、高齢者の権利擁護を図る

（３）地域団体・関係機関と連携し消費者被害の防止および対応に努める

（４）成年後見制度および日常生活自立支援事業への対応を行う。

（５）基幹型地域包括支援センターと相互に連携し、課題の共有を行う。

【権利擁護】

・個別ケース対応と関係機関との連携を図り、各ケースから地域課題を抽

出する

・地域の社会資源（インフォーマルサービス）とニーズの把握・発信

・医療機関（認知症初期集中支援チーム員のサポート医等）との連携

・地域ケア会議の開催（個別ケース）

包括的・継続的なサ ①地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすことが出来るよう、主治医と介護支援専門員との連携 通年

ービスの提供、社会 をはじめ、他の様々な職種との協働や地域の関係機関との連携を図るとともに、介護予防ケアマネ

資源を活用した、ケア ジメント、指定介護予防支援及び居宅介護支援包括的・継続的ケアマネジメントの実践が可能な

マネジメントができる 環境整備と、個々の介護支援専門員等への支援を行う。

【介護支援専門員に対する支援】

◎介護支援専門員の実践力向上支援

①ケアマネ連絡会および役員会に参加し、介護支援専門員の質の向上と、介護支援専門員同士の

ネットワークの構築を支援する。

②介護保険サービスや介護保険以外のサービスに加えて、安心・安全で自立した生活を継続でき

るような地域資源や日常生活関連サービス等の情報および活用方法を、介護支援専門員等に提

供する。

③ケアマネ活動の状況把握や支援に努め、主任介護支援専門員等との連絡体制を構築する。

◎介護支援専門員に対する個別支援

①介護支援専門員の相談窓口となり、ケアマネジメントへの助および指導をする。

②介護支援専門員が抱える困難事例について、同行支援を含め、具体的な支援方針を検討し、

指導・助言を行う。

③介護支援専門員が困難を抱えたときに、地域包括支援センターに相談しやすい体制を作るため、

相談窓口の周知とともに、日頃から顔の見える関係づくりに努め、介護支援専門員の孤立化の防止

に努める。

④より多くの情報を介護支援専門員に提供することで介護支援専門員の資質の向上に努める。

⑤基幹型地域包括支援センターと相互に連携し、課題の共有を行う。

【地域におけるネットワーク構築】

◎医療機関（病院の地域連携室、病院ＳＷ）や地域の関係機関（民生委員等）との連絡体制の構築

への取り組み

◎サービス担当者会議開催支援

◎入院・退所時の連携

◎地域との連携によるインフォーマルの提供支援、開発及び情報の整理

◎緊急時対応・医療連携

介護予防の拠点と 【指定介護予防支援】　 通年

して高齢者の実態把 ◎自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上に努める

握と介護予防マネジ ◎アセスメント、計画原案、担当者会議、モニタリング、評価、給付管理、報酬請求を適切に行う。

メントが出来る。 ◎地域とのインフォーマルサービスとの連携（地域社会資源情報収集）

◎ネットワークを活用した情報が寄せられるリアルタイムな実体把握の構築

◎委託先の計画原案が適切に作成されているか、内容が妥当か確認を行う。又課題についても

内容について確認を行い支援の方針を決定する。

【総合事業】

◎介護保険サービスの必要性に応じて、介護保険の申請または基本チェックリストで事業対象者

であるかの確認を行う。

◎事業対象者に対し、事業の説明、勧奨を行う。

◎ケアマネジメントプロセスに添い、サービス調整から給付までを適切に管理する。

◎一般介護予防事業を含め、地域で実施されている社会資源の利用の勧奨を行う。

【地域リハビリテーション活動支援】

◎事業対象となる団体へ事業の紹介を行う。

◎地域リハビリテーション活動実施に伴い、関連機関と連携を図る。

◎事業実施団体の状況を把握する。

◎刈谷市より依頼される業務を受理 通年

　・調査業務や介護予防教室等の実施

◎各種研修会へ参加し、専門職としての研鑽に努める

◎基幹型地域包括支援センターと相互に連携し、課題の共有を行う。

〇委託も含めて適切に管理をし、報告を上げる。

令和６年度　刈谷雁が音地域包括支援センター　事業計画

包括的支援事業：総合相談支援業務

包括的支援事業：権利擁護業務

包括的支援事業：包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

介護予防・日常生活支援総合事業

個人情報を適切に取
り扱う。

その他（自由記述）

地域の高齢者が住み
慣れた地域で安心し
てその人らしい生活
を継続できる。

相談者や相談機関、相談内容、相談状況は多種多様であり、又その相談内容は相談者の生活環
境の様々な要因により変化する。どのような人からの相談であろうとも、またどのような相談内容や
状況であろうとも、まずは相談内容を的確に把握する。高齢者が住み慣れた地域で安心して、その
人らしい生活を継続していくことが出来るよう、地域の身近な保健・福祉・医療の総合相談窓口とし
ての機能の充実を図る。

地域における高齢者の総合相談の中核的機関としての役割を果たすために、関係機関との連携の
もと、様々な相談内容について、総合的に相談できる体制を作る。

相談状況により専門
的・継続的な視点か
らの支援を行う。

第８期刈谷市介護保
険事業計画　刈谷市
高齢者福祉計画に基
づき取り組みを実施

高齢者が住み慣れた地域において尊厳ある生活を維持し、安心して暮らすことが出来るよう、権利
侵害の予防や対応、権利行使の支援等、専門性に基づいた権利擁護のために必要な支援を行う。

地域型地域包括支援センター運営事業 資料６－２
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

通年

・健康いちばん、サロンなどに出向き、地域住民に向けての周知を行う。

・認知症ケアパスの周知や普及、家族に対して介護方法などの相談支援。

・認知症サポーター養成講座の実施。

・認知症カフェの後方支援や必要に応じて開設援助。

・基幹型地域包括支援センターと相互に連携し、課題の共有を行う。

個別ケースへの対応 ・認知症による処遇困難ケースへの個別支援。 通年

・初期集中支援チームやサポート医等関係機関との連携の強化

通年

・急変憎悪時は適宜訪問し、医療に繋げる等必要な対応を行う。

・認知症介護について家族への助言や指導を行い介護負担の軽減を行う。

・引継後もネットワークが維持されるように介入後の状況を評価していく。

②地域支援 通年

・対象者を把握する。

通年

・サポート医以外との医療機関との連携の強化。

・研修や事例検討等への参加や活用できるサービスや資源の情報把握。

・基幹型地域包括支援センターと相互に連携し、課題の共有を行う。

③認知症ケースへの
対応力強化

処遇困難ケースへ対
応体制整備

・アセスメント、信頼関係、本人周囲のネットワークを早期に築くことで未受診
や介護拒否、不適切なケースへの対応力の強化をめざす。

・福祉職、医療職、サポート医とのチーム間のコミュニケーションを増やし、連
携を強化する。

①本人、家族の不安
や負担の軽減

関係機関等とのネッ
トワークの充実

・チーム員や医療、介護サービス事業所等との連携を迅速に行う事により、
診断、治療の早期開始が行われ、本人、家族にとっての不安や負担が解消
される。

・必要に応じた介護保険サービス、インフォーマルサービス等に繋げることに
より、社会や地域との繋がりを再構築する。

初期集中支援チーム
の周知、早期発見の
体制整備

・包括だより等で周知・広報する事で、初期集中支援チームの活動を理解し
てもらい、地域住民の相談先が確保される。

令和６年度　刈谷雁が音地域包括支援センター　事業計画

認知症地域支援推進員業務

認知症初期集中支援チーム業務

①医療・介護の支援
ネットワークの構築

推進員業務におけ
る、ネットワークの構
築、業務の周知、環
境整備

・認知症の方が状態に応じて必要な医療や介護等のサービスを受けられる
よう医療機関やサービス事業所等へ積極的に出向き、顔が見える関係生作
りや連携体制の構築を行う。

②認知症対応力の向
上

認知症総合支援業務
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

①個別課題の解決 個別ケア会議の実施 ・課題が複雑、解決困難なケースについては包括内でもカンファレンスを行う。 通年

・総合相談で上がったケースを分析し、地域課題の把握をする。

・類似の地域課題の積み上げをしていき、地域ケア会議に繋げる。

・地域ケア個別会議（自立支援型）の実施

・基幹型地域包括支援センターと相互に連携し、課題の共有を行う。

②ネットワーク構築 地域包括ケアシステ ・民生委員等一般向けに「地域をつくる」研修会を実施（９月予定）し、 通年

及び連携 ムの構築 地域包括システムの必要性や構築に向けた取り組みへの共通理解を行う。

・オレンジカフェやサロンの後方支援を行っていく。

③地域課題の発見 地域ケア会議の開催 ・分析した相談ケースから、地域課題と考えられるものについては、地域ケア 通年

及び資源開発 会議を開催していく。その中で共有された地域課題の解決に必要な資源開発

政策形成の立案 や地域づくり、さらには介護保険事業計画の反映などの政策形成に繋げてい

く。

・基幹型地域包括支援センターと相互に連携し、課題の共有を行う。

④その他 困難事例への対応 ・介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高める。 通年

他機関多職種との連携・個別ケア会議の開催をし、ケースの振り返りをする。

介護支援専門員への ・ケアマネジメントの実践力を高めるための各種研修会の検討を行う。

後方支援 ・基幹型地域包括支援センターと相互に連携し、課題の共有を行う。

令和６年度　刈谷雁が音地域包括支援センター　事業計画地域ケア会議推進事業
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

雁が音地域のニーズを把握し、地域のニーズと資源の状況の ・サロンやカフェ,老人クラブ等に出向き、地域住民よりニーズの聞き取りを行う。 通年

支援体制を整え、互助の 見える化、問題提起 ・雁が音地区にて、受けた相談記録の整理、分析を行い課題を把握。

強化に努めていく。 生活支援の担い手の要請や ・課題に関して、地域の集いの場へ出向き住民への報告。課題に関しての出来ることの整理。

高齢者の生きがいが持てる サービスの開発 担い手の相談。

活動をできる場を設けるこ 地域課題の把握 ・雁が音地域のサロンの紹介。サロンの継続と、新規立ち上げの相談があれば、立ち上げまでの

とが出来る。 分析及び解決に向けての方策 一連の流れを支援し、その後も継続が出来るように定期的に状況確認を行っていく。また、コロナ過

での運営方法についての助言等行っていく。

・基幹型地域包括支援センターと相互に連携し、課題の共有を行う。

コーディネーター間での 関係者のネットワーク化 ・コーディネーター連絡会への参加をし、刈谷市及び各地域のコーディネーターと情報共有を行う。 通年

連携を図ることが出来る。 コーディネーター間での ・サロンやカフェ,老人クラブ等に出向き、地域住民よりニーズの聞き取りを行う。

情報共有及び連携 ・課題に関して、地域の集いの場へ出向き住民への報告。課題に関しての出来ることの整理。

多用な活動主体への働きかけ 担い手の相談や助言等を行っていく。

関係機関との地域ネットワーク

構成

地域資源を有効に活用する ニーズとサービスのマッチング ・くらしの支え合いガイドを活用し、地域の高齢者の困りごとに対応が出来る提案を行っていく。 通年

事が出来る。 専門職と協力し支援者に ・雁が音地域の社会資源を把握し、介護保険サービスで手の届かない需要への対応が可能か

合ったサービスに繋げる 確認をしていく。

・サロンのオンライン化を検討し、北部地域を中心に普及活動を行う。感染症予防及び介護予防活動

の両立が図れるサロンの運営を目指す。

・基幹型地域包括支援センターと相互に連携し、課題の共有を行う。

コーディネーターの役割を 啓発活動 ・サロンやカフェ,老人クラブ等に出向き、コーディネーターとして顔つなぎを行う。 通年

地域住民が認識することが コーディネーターの周知 ・生活支援コーディネーターの活動についてチラシの作成。地区回覧や健康いちばん等に配布を行う。

できる。 生活支援・介護予防体制 ・生活支援・介護予防体制、整備推進協議会へ参加し、情報共有を行う。

整備推進協議会への参加 ・地域住民向けに勉強会等を検討し、生活支援体制整備事業の理解が出来るようにしていく。

・基幹型地域包括支援センターと相互に連携し、課題の共有を行う。

令和６年度　刈谷雁が音地域包括支援センター　事業計画

資源開発（仕様書：１，５）

ネットワーク構築（仕様書：１，２，３，４）

ニーズと取組のマッチング（仕様書：６）

その他（仕様書：７，８，９，１０）

生活支援コーディネーター業務
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

ワンストップサービス窓口機能、包括的な業務展開 通年

高齢者等の多様な相談を総合的に把握し、尊厳ある生活の継続に必要な支援につ
なぐ

通年

自助・互助・共助・公助の視点を意識した取り組み

・公的サービスだけでなく、地域の保健・医療・福祉サービスやボランティア、イン
フォーマルサービスに有機的につなぐ

・高齢者の心身の状態の変化に応じて、生活の質の確保を目指し、適切なサービス
利用継続できるように努める

・関係者間の意識の共有（目的・目標の共有）

３職種の専門性を十分に活用することを念頭におきつつ、柔軟に機能できるように努
める

通年

個人情報の取り扱いについて改めてセンター内で協議、ルール化し実践する 通年

高齢者本人が有する権利を理解してもらい権利擁護を図っていく 通年

包括支援センター職員としての個人の権利や人権について理解し対応をする 通年

・権利侵害の予防・発見、権利擁護、保障に向けた対応：適切な権利行使（意思表
出・自己決定）への支援　チームアプローチ
・高齢者の支援者にむけた虐待の早期発見、相談窓口等の説明

・刈谷市高齢者虐待マニュアルに沿った支援

・消費者被害への対応、支援

・委託元である長寿課との連携

センター職員及び高齢者支援者へ高齢者虐待研修の実施　権利擁護の視点 通年

高齢者虐待対応研修会等への参加 通年

高齢者虐待対応委員会の運用と身体拘束に関する職員の知識習得 通年

実践できる環境整備

・介護支援専門員等の実践力向上：刈谷地域介護支援勉強会開催

・関係機関との連携体制構築支援

・介護支援専門員同士のネットワーク構築支援

・現行で事例検討がされている機会に関する情報を整理する

実践サポート機能

・処遇困難事例相談、対応　スーパービジョン機能、視点の強化

・個々の介護支援専門員等へのサポート

・個別ケース会議や地域ケア会議等を通して、自立～要支援～要介護へシームレス
な支援実現のため、介護支援専門員等との共働
・多種多様な社会資源の把握と活用　＊公正中立な立場での介入

・感染症等発生時における各サービス事業所の対応確認、業務継続可能な体制の
検討

担当地域内の利用者が可能な限り、居宅において自分らしく自立した日常生活を営
むことのできるように配慮した支援の実践

通年

介護予防、自立支援に向けた支援の実践 通年

利用者の主体性を引き出す工夫と実践 通年

利用者の選択に基づいたサービス利用が適切なものか専門職として定期的に確認
を行い、必要な支援調整を行う

・公正中立性の確保、複数の提案をして本人・家族が選択できるような支援を行う

・公的なサービスだけでなく、自立支援に向けたインフォーマルサービス、地域の社
会資源の活用につなげる

・ＢＣＰ（事業継続計画）策定

介護予防の普及啓発（地域包括支援センターだより等の活用） 通年

いきいきクラブやサロンの活動状況の把握と情報提供　冊子作成、配布 通年

いきいきクラブ、地域サロン等地域で高齢者が参加・利用できる通いの場の充実

・通いの場等の実施支援、協力

・地域包括支援センターだよりによる啓発　

地域の高齢化率や世帯形態等の動向を確認しながら、地域住民の声や地域課題を
把握し、予防的対応が図れるように努める

・単身高齢者、高齢者世帯へのお元気訪問による実態把握

勉強会、研修会や事例検討会等に計画的に参加する機会を設ける（オンライン研修
含む）

通年

勉強会、研修会等の参加後はセンター内で情報の共有を図る 通年

利用者の生活に着目した支援ができる力量をつける 通年

ケース対応の中で、必要に応じた関係機関との連携を図り、役割の確認、ネットワー
ク構築に努める

通年

関係機関との連携を図り、それぞれの専門性、役割を認識した支援が行えるように
働きかける

通年

介護サービスに限らず、地域の保健・医療サービスやボランティア活動、インフォー
マルサービスなどのさまざまな社会資源を有機的に連携、活用できるように努める

通年

地域ケア会議、ケース検討会等開催、参加 通年

高齢者の総合相談
窓口としてのセンター
全体のボトムアップ

センター職員の実践力・
資質向上

多職種、他機関との
地域包括ケアネット
ワーク構築

多職種連携

通年

介護予防・日常生活支援総合事業

心身の状況等に応じ
て対象者自らの選択
に基づき、サービス
が包括的かつ効果的
に実施できるよう必
要な援助の実施

介護保険における予
防給付の対象となる
要支援者が介護予防
サービス等の適切な
利用実施

通年

その他（自由記述）

介護支援専門員に対
する支援、指導、協
力、協働

包括的支援事業：総合相談支援業務

担当地域の高齢者が
住み慣れた地域で安
心してその人らしい
自立した生活が継続
ができるような支援に
あたる

高齢者が地域で暮ら
すために必要な支援
を把握し、地域の特
性に対応した適切な
サービス・関係機関
及び制度の利用につ
なげる

通年

包括的支援事業：権利擁護業務

権利侵害を受けてい
る、または受ける可
能性が高い高齢者が
地域で安心して尊厳
のある暮らしが継続
できるように努める

令和６年度　刈谷中部地域包括支援センター　事業計画

高齢者虐待の防止及
び対応、消費者被害
の防止及び対応、判
断能力を欠く状況に
ある人への適切な支
援

通年

包括的支援事業：包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

通年

担当地域の高齢者が
できる限り要介護状
態にならず生活をおく
る意識づくり、場の確
保、充実を図る

介護予防の推進・啓発

通年

通年

地域の高齢者が住み
慣れた地域で暮らし
続けられるよう、介護
支援専門員の実践力
の向上を図り、支援
方法の創出を協働す
る

地域型地域包括支援センター運営事業 資料６－２
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

認知症地域支援推進員業務

Ａ.認知症地域支援推進員会議の開催 月1回

B.６センター間の連携体制の構築 通年

Ｃ.各推進員からの相談対応 通年

A.介護サービス事業者による認知症困難事例への対応に関する相談機能 通年

B.各認知症地域支援推進員による認知症相談への後方支援 通年

Ｃ.認知症ケアに関する研修及び事例検討会の開催 年1回

Ａ.介護サービス事業者への調査（アンケート・ヒアリング） 年1回

Ｂ.アンケート集計による課題分析とアウトプット 年1回

Ｃ.認知症に関する社会資源の把握 通年

Ａ.はいかい高齢者捜索模擬訓練の展開（運営・後方支援） 各1回

Ｂ.キャラバンメイト連絡会への運営参画 通年

Ｃ.認知症サポーターステップアップ講座 年1回

Ｄ.認知症ケアマップの周知啓発 通年

Ｅ.認知症初期集中支援チーム員と認知症地域支援推進員の連携強化 通年

Ｆ.他センターの地区で開催される地域ケア会議等への出席 通年

Ａ.刈谷市認知症カフェ主催者交流会の開催 年1回

Ｂ.刈谷医師会認知症関連会議体への出席（旧認知症ネットワーク会議） 通年

Ｃ.認知症に関する講演依頼への対応 通年

A.グループホーム連絡会会員情報の更新及び運営体制の見直し 通年

B.推進員によるGH情報の共有 通年

C.GH交流会の企画・運営と実施 年1回

Ａ.キャラバンメイト活動（周知・啓発） 通年

Ｂ.カフェ・サロン等の地域活動へ参加促進（ハイリスク者への対応） 通年

C.基幹型との情報共有を目的とした会議体を実施し、体制整備を行う 年6回

Ａ.認知症サポート医との連携強化（合同コンサル会議の調整） 定例月1回+適宜

Ｂ.チーム員機能の安定した支援体制の検討　研修参加 通年

Ｃ.センターにおいての初期集中支援チームの活動要領の検討、策定、実施と改善 通年

Ｄ.他チームとの連携と支援プロセスの構築 通年

Ｅ.チーム員会議の定例開催 月1回以上

Ａ.多職種との研修機会の検討 年1回

Ｂ.認知症初期集中支援チームマニュアルのと展開内容の照合による
　 改定の検討及び改善活動の初動

通年

Ｃ.認知症診療に関する情報の収集と関係者への提供 通年

D.刈谷医師会事務局との協力関係を構築 通年

E.センターにおいての初期集中支援チームの活動要領の検討、策定 通年

F.他チームとの連携と支援プロセスの構築 通年

G.チーム員会議の定例開催 月1回以上

刈谷市グループホー
ム連絡会活動の再形
成

コロナ禍で安全に運
営できる体制確立

令和６年度　刈谷中部地域包括支援センター　事業計画

①各センタ－への後
方支援を行う

②認知症困難事例に
関する相談体制整備

③介護サービス事業
者の認知症ケアに関
する実態調査の実施

刈谷市認知症関連事
業への運営協力及
び、認知症地域支援
推進員の連携体制強
化（機能強化型）

④各推進員と協力し
て、調査・企画・提案
を図る

⑤地域活動を展開す
る団体との連携体制
構築（多職種協働）

認知症ケアシステム
の構築に向けた取り
組みの強化（地域型）

認知症問題に関する
対応力の強化

認知症初期集中支援チーム業務

医療介護サービスへ
つながっていない認
知症事例の充実した
初動介入体制の構築
の実現

認知症初期集中支援
チームの安定した運
営

医療機関との連携体
制構築

認知症総合支援業務
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

①支援困難等個別ケースの地域ケア会議開催

　多機関・多職種の相互理解、多様な視点からの検討、連携、協働　

　支援者のスキルアップを図る

　個別ケース等から地域課題の把握につとめ、地域課題として共有、課題解決方法を探る

②地域課題に関する地区別、課題別の地域ケア会議開催

　地域特性の把握　ニーズや課題の抽出・整理

　個別のケースからあがった地域課題からの地域づくりに向けた情報共有

　社会資源の再確認、再構築、ボランティア、フォーマル、インフォーマルサービスの整理と情報提
供

（ビジョン）   地域の実情、取り組みの把握

③自立支援に向けた地域ケア個別会議への参加・協力

　介護予防の視点　重度化予防の視点を意識した会議をめざす

　地域の資源確認

④地域ケア会議で表出してきた課題の整理　事業の開発等政策提言につなげる

　既存の社会資源とのマッチング、社会資源創出の検討

①刈谷地域包括ケア事例検討会の開催　アドバイザーに浅野正嗣氏

　地域を支える関係者や多職種の関係者との事例検討会を通して支援力向上を目指す

　ネットワーク構築、顔の見える関係づくり

②刈谷地域介護支援勉強会

　介護支援専門員、サービス事業者、民生委員等地域の支援者間の情報共有・資質向上

　地域の実情把握につとめ、より有用な研修会、勉強会の開催をめざす

③地域支援者との情報交換会

　民生児童委員や地域支援者のネットワーク構築、顔の見える関係づくりの機会をもつ

④地域包括支援センターだよりの活用により地域へのアウトプット

　担当地域へ地域包括、介護予防の啓発　民生児童委員、シルバーハウジング生活援助員等高
齢者支援への活用依頼
　担当圏域内の医療機関への配布

年７回

令和６年度　刈谷中部地域包括支援センター　事業計画

地域包括ケア推進に向け
て、各機能と有機的な関係
作りを図る～地域の支援者
を含めた介護・福祉・保険・
医療等の多機関・多職種連
携を図りながら地域の力を
引き出す～

地域包括ケアシステム構築にむけた働きかけをし、協働できる体制づくりを図る
～地域の支援力をネットワークでボトムアップする～

地域ケア会議を通し
て包括的・継続的な
支援体制の構築

①住み慣れた地域が高齢者
にとって住みよい地域づくり
に向け、他機関との顔の見
える関係作り、相互連携、
ネットワークの構築

通年

毎月１回

②地域ケア会議を通して担
当地域のニーズや課題の把
握、整理、必要な社会資源
の整備・検討をし地域づくり・
資源開発、政策提言につな
げる

地域全体のケアマネ
ジメント支援

③支援者間の連携を図り、
地域の支援力向上を図る

通年

通年

通年
参加予定

通年

年６回以上

地域ケア会議推進事業
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

地域課題をふまえて 新たに利用できる場所とのマッチング後の状況確認 通年

地域の社会資源把握、支援体制等地域課題の情報整理　 通年

地域課題の解決に向けた働きかけ、関係機関と連絡調整 通年

地域の高齢者が集まる場、利用できる資源の把握 通年

　①－１　いきいきクラブやサロン、総合型スポーツクラブ等への実態把握訪問　ニーズや課題の確認

　①－２　運営状況の把握、継続運営支援

　②高齢者の居場所、通いの場の把握　市民館や地域の情報収集、整理

　③関係機関との連絡調整

　④地域ケア会議（協議体）の開催調整及び参加

地域を支える担い手になってもらえるような人材や社会資源への働きかけ、マッチング 通年

　①サービス事業所への訪問、状況把握、協力依頼

　②地域支援者や住民への協力依頼、調整

相談支援　専門相談機関の整理 通年

刈谷市生活支援・介護予防体制整備推進協議会へ参加（７月、１１月、２月） 年３回

地域ケア会議等の参加を通した関係機関とのネットワーク構築 通年

くらしの支え合いガイドブックの活用促進　掲載協力依頼、調整 通年

生活支援コーディネーター連絡会議にて、他包括のコーディネーターとの情報共有、交換、連携 月１回

ケースを通して、関係機関とのネットワーク構築 通年

各種会議、研修会へ参加 通年

地域サロン等のの継続開催状況確認 通年

地域支え合い協力隊・刈谷市社会福祉協議会等との共働 通年

フードドライブと地域とのマッチング 通年

高齢者の居場所、通いの場についての情報整理と開示 通年

支援が必要な高齢者や世帯等の把握、支援 通年

いきいきクラブやサロン、カフェ等の継続運営支援 通年

　社会資源活用のための情報整理と情報提供

　介護予防・生活支援サービス事業の活用、促進

公的サービスだけでなく、インフォーマルサービスの把握とマッチング 通年

　コミュニティカフェ開催に向けた調整

関係機関との連絡調整 通年

地域ケア会議 通年

他の生活支援コーディネーターと情報共有、連携 通年

刈谷市生活支援・介護予防体制整備推進協議会出席 年３回

総合事業に向けた関係各機関が実施する推進会議等への参加 通年

研修会等への参加 通年

生活支援コーディネーターの役割についての広報活動及び周知 通年

地域の支援者や関係
機関との連携・協働
を図る

ネットワーク構築に向
けた関係づくり

ニーズと取組のマッチング（仕様書：６）

地域の課題、ニーズ
の把握と必要な資源
等へのマッチング

地域の情報整理と状
況に応じたニーズと
取り組みのマッチン

グ

その他（仕様書：７，８，９，１０）

生活支援コーディ
ネーターの機能強化

令和６年度　刈谷中部地域包括支援センター　事業計画

資源開発（仕様書：１，５）

住み慣れた地域で暮
らし続けていくための
地域における生活支
援・介護予防サービ
ス提供体制整備に向
けた取り組みの推進
自助・互助の推進

地域の社会資源の把
握と運用状況の確
認、課題の抽出

ネットワーク構築（仕様書：１，２，３，４）

生活支援コーディネーター業務
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

地域における
ネットワーク構築

・地域の社会資源やニーズ把握をする。
・民生委員・いきいきクラブなど地域住民との顔の見える関係づくり。
・包括便りや社協の機関紙やインスタグラムを活用し包括の活動をＰＲする。 通年

実態把握
・地域の気になる事例に対し、速やかに訪問調査等の実施をする。
・地域住民から相談しやすい体制づくりをし、気になる事例を見逃さないようにする。
・障害や８０５０の家庭など複合的課題を抱える家庭に対し、多職種で協働し支援につなげる。

通年

総合相談

・来所・電話・訪問等の相談に対し、包括内での情報収集・対応方法を毎日のミーティング及び
週一回のセンター内会議等にて検討する。
・相談票の作成・速やかな回覧に努める。
・関係機関との連携を図り正確な情報提供ができるようにする。必要に応じケース検討会議を実
施する。
・24時間対応の継続。

通年

成年後見制度の
活用・促進

・成年後見制度に関する各種相談対応。
・刈谷市成年後見支援センター等、専門機関との連携。
・地域に向けて情報提供と制度の理解・周知を図る。

通年

老人福祉施設等
への措置支援

・虐待等の事例において、関係機関と連携しながら、支援していく。 通年

高齢者虐待への
対応

・長寿課や基幹型包括など関係機関と連携をしながら対応にあたる。
・社会福祉士部会虐待ワーキンググループにて虐待ケースの振り返りとマニュアルの課題につ
いて検討を行う。
・高齢者虐待に関する啓発及び周知を行う。

通年

困難事例への対
応

・地域住民・民生委員・介護支援専門員等からの情報提供により困難事例の実態把握に努め、
長寿課や基幹型包括など関係機関と連携しながら対応していく。
・関係機関を招集し、必要に応じケース検討会議を実施する。

通年

消費者被害への
対応

・消費者生活センター等からの情報収集に努め、サロンやいきいきクラブ活動、高齢者福祉セン
ター窓口などで消費者被害を未然に防ぐような周知をしていく。

通年

包括的・継続的
ケアマネジメント
の体制構築

・地域ケア会議の開催、個別事例検討会の開催する。 通年

介護支援専門員
への支援

・支援困難事例を抱えるケアマネジャーへの同行訪問や後方支援を行う。
・介護支援専門員が相談しやすい雰囲気づくりをする。
・医療の勉強会や、多職種連携などの研修会を企画し、介護支援専門員のスキルアップを支援
する。
・主任ケアマネ部会に出席し、基幹型・各包括とケアマネ後方支援について検討する。

通年

①第1号介護予
防支援事業

・正しい理解のもとサービスの説明ができるよう職員間で情報共有を図る。
・６包括間で対応・実施方法に差が出ないよう、情報共有の場を計り、基幹型包括や関係機関に
情報提供をする。

通年

②一般介護予防
事業

・各種教室の案内が的確にできるようにする。
・地域住民の健康増進や引きこもり予防に向けて保健師看護師部会で一般介護予防事業につ
いて内容を調査する。

通年

指定介護予防支
援業務

・運営基準を遵守し計画作成等にあたる。 通年

令和６年度　刈谷中央地域包括支援センター　事業計画

包括的支援事業：総合相談支援業務

包括的支援事業：権利擁護業務

包括的支援事業：包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

介護予防・日常生活支援総合事業

地域のネットワーク構
築を継続する。

地域住民が安心して
生活できるよう支援
する。

地域の介護支援専門
員の資質向上を支援
する。

高齢者の自立支援に
向けた、計画作成に
努める。

その他（自由記述）

地域型地域包括支援センター運営事業 資料６－２
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

①医療・介護・地域支援サービスの連携を図る。 通年

②地域密着型サービス事業所の運営推進会議への参加（２事業所、年２回）
する。

通年

③グループホーム連絡会の参加する。 通年

④新たなカフェの設置計画を検討する。 通年

⑤地域ケア会議での事例検討に参加する。 通年

⑥認知症相談（随時）に対応する。 通年

⑦認知症初期集中支援チームとの連携（随時）する。 通年

⑧認知症サポーター養成講座の開催（福祉実践教室他）する。 通年

⑨認知症地域支援推進員会議に参加（毎月）する。 通年

⑩研修に参加し、スキルアップを図る（随時）。 通年

⑪推進員活動の広報をする（随時）。 通年

①医療・介護・地域支援サービスの連携を図る。 通年

②初期集中支援チーム員会議に参加する。 通年

③研修に参加し、スキルアップを図る（随時）。 通年

認知症になっても住
み慣れた地域で生活
できるような環境づく
りをする。

初期集中支援チーム
員業務

令和６年度　刈谷中央地域包括支援センター　事業計画

認知症地域支援推進員業務

認知症初期集中支援チーム業務

認知症になっても住
み慣れた地域で生活
できるような環境づく
りをする。

認知症地域支援推進
員業務

認知症総合支援業務
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

個別課題解決に努め
る。

・必要時に支援困難事例の個別ケア会議を開催する。
・生活支援課内の多職種が集まり、事例検討会を開催する。

通年

ネットワーク構築を図
る。

・介護・福祉・保健・医療など、他機関・多職種との連携調整を図る。
・医療介護連携交流会・包括交流会等を通じてネットワークの構築を図る。

通年

地域課題発見に努め
る。

・地域が抱える課題の把握及び共有、支援策の検討をする。
・熊地区の情報交換会へ参加をし、地域の課題を吸い上げや、共通認識を
持つ。
・ちょこっとささえあい事業を通じ、ニーズの把握をする。

通年

地域づくり・資源開発
に努める。

・社会資源情報の活用、新たなサービスの開発検討を行う。
・ちょこっとささえあい事業で出た課題を、資源開発に向けて整理する。

通年

生活支援コーディネーター・社協地区事務所職員との連携・調整・情報共有
を図る。

通年

地域ケア会議を推進するための連絡会議（長寿課へ要確認）への参加する。 通年

刈谷市生活支援・介護予防体制整備事業推進協議会に参加し、課題を上げ
ていく。

通年

その他
地域ケア会議の内容の充実を図るため、アドバイザーを活用する。
各種研修に参加し、職員の資質向上を図る。

通年

令和６年度　刈谷中央地域包括支援センター　事業計画

地域ケア会議

政策形成に努める。

地域ケア会議推進事業
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

サービス提供機関や専門相談機関の整理を行う。

地域の課題把握、分析及び解決に向けての方策を検討する。

地域ケア会議（自立支援型含む）に参加する。

生活支援の担い手の養成
やサービスの開発に努め
る。

ボランティア、いきいきクラブの活動に参加し運営者と情報交換する。
ちょこっとささえあい事業の担い手を発掘する。

通年

サービス提供機関や専門相談機関の整理を行う。

地域の課題把握、分析及び解決に向けての方策を検討する。

地域ケア会議（自立支援型含む）に参加する。

関係者のネットワーク化を
図る。

地域ケア会議等を活用した関係機関の地域ネットワークの構築を図る。
刈谷市生活支援・介護予防体制整備事業推進協議会に委員として出席す
る。

通年

刈谷市生活支援・介護予防体制整備事業推進協議会に委員として出席す
る。

通年

生活支援コーディネーター連絡会に出席する。 通年

地縁組織等多様な活動主
体への協力依頼等の働き
かけをし、目指す地域の姿
の共有、意識の統一を行
う。

地域ケア会議を開催する。
地区社協との連携を図る。
地域の行事へ参加や見学しながら活動団体との情報共有や連携を図る。

通年

支援が必要な世帯を把握し、支援につなげる。 通年

各地域包括支援センターの専門職と協力し、支援者に合ったサービスにつな
げる。

通年

協議体の構成員として刈谷
市生活支援・介護予防体制
整備事業推進協議会に参
加する。

協議体の構成員として、刈谷市生活支援・介護予防体制整備事業推進協議
会への参加へ出席する。

通年

相談支援業務を行う。 相談支援、必要なサービス、資源につなげる。 通年

啓発活動を行う。
インスタグラムや、包括便りで生活支援コーディネーターの存在を周知する
ための各種広報活動を行う。

通年

総合事業に向けた関係各機関が実施する推進会議に参加する。 通年

国や都道府県等が開催する研修に参加し、職員の資質向上を図る。 通年

地域ニーズと社会資源の
状況の見える化、問題提起
を行う。

地域ニーズと社会資源の
状況の見える化、問題提起
を行う。

コーディネーター間で情報
共有及び連携を行う。

ニーズとサービスのマッチ
ングをはかる。

その他

通年

通年

令和６年度　刈谷中央地域包括支援センター　事業計画

資源開発（仕様書：１，５）

ネットワーク構築（仕様書：１，２，３，４）

ニーズと取組のマッチング（仕様書：６）

その他（仕様書：７，８，９，１０）

生活支援コーディネーター業務

16



活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

地域におけるネット
ワーク構築

地区長・民生委員・地域のキーパーソンと連絡を取り、地域ケア会議
や勉強会、地域資源把握等多岐にわたり情報共有・協力体制を図
る。

通年

啓発活動

季刊誌の配布を地域の回覧板、市民センター、地域の一般企業、商
店、医療機関等に実施。センターの役割、課題に対しての情報発信
を行う。地域の季節の行事等にも随時参加し、地区長を始めとした
地域住民へのニーズ、課題等に対しての啓発活動を行う。

随時

実態把握業務
各関係機関と情報共有し、地域の資源把握、困難事例への対応を
円滑に行える。

通年

総合相談業務

・包括内で情報共有する機会をつくり、円滑に対応できる体制をつく
る。
・がん末期の方や指定難病の方、重層的支援が必要な方等様々な
関係者と連携を取り、多様なニーズに応える。

随時

スムーズに対応できるように研修に参加し知識を身についける。 通年

制度活用のため普及啓発を行い、活用促進につなげる。 通年

刈谷市高齢者虐待対応マニュアルに定められた役割を理解し、業務
を遂行する。

通年

事業所で作成したマニュアルを元に、法人の在宅部門で研修や対応
に関する取り組みを実践し、必要に応じて改定を行う。

通年

困難事例への対応
複雑化するケースについて包括内で協議すると共に、適宜、長寿
課・基幹型・関係機関とケース検討を検討・開催していく。
福祉総合相談窓口の活用の啓発を行う。

随時

消費者被害への対応

昨年に引き続き、警察や消費者センターからの情報をいきいきクラブ
やサロン等集まりの場、独居高齢者・高齢世帯等実態調査対象者へ
啓発する。また、不審電話防止装置販売など刈谷市の取り組みを発
信していく。

随時

包括的・継続的ケア
マネジメントの体制構
築

医療機関と顔の見える関係をづくりを継続し、入退院時の支援や困
難ケース時の対応の協力を図る。

通年

介護支援専門に対す
る支援

居宅介護支援事業所の介護支援専門員からの困難事例の相談へ
の後方支援を行いやすくするために、包括の担当エリアの居宅ケア
マネが関わっているケースの聞き取りの実施。相談しやすい関係性
づくりを行なっていく。

通年

第1号介護予防支援
事業

保健師看護師部会にて、第1号介護予防支援各事業の見学・情報収
集を行い、自包括へ情報を周知し総合相談等で活用していく。

通年

一般介護予防事業
地域リハビリテーション活動支援事業や社協の医療職総合ステー
ション、法人の療法士を活用し、いきいきクラブやサロン等で介護予
防に関する取り組みを啓発・実施につなげる。

随時

指定介護予防支援業
務

切れ目ない介護予防支援が行えるように介護ソフトを一新し、総合
相談から介護予防支援事業の業務を共有しやすい環境を整える。

6月以降

地域住民団体から依
頼を受けた介護予防
教室の実施

いきいきクラブ1日研修で介護予防教室の実践。その他にも地域サ
ロン等に出向き、介護予防教室の啓発を行っていく。 随時

各種研修・勉強会へ
の参加

法改正後の最新情報に関して。県や他市町村で行われている先進
的な情報を取り入れれるよう積極的に研修や勉強会に参加する。

通年

BCPの実践
・昨年度作成したマニュアルを元に実際に動けるかのシュミレーショ
ンやマニュアルの見直しを行う。
・災害時に必要な備品を段階的に買い揃えていく。

通年

ハラスメントに対する
対策についてい

法人内で協議し、ルールを定め、事業所内の環境を整える。 通年

個人情報に関する規
定の遵守

自包括、介護予防支援事業で委託先の事業所、認知症総合支援事
業で関わっている個人情報の取り扱いに関して、使用範囲を規約範
囲内に留める。

通年

令和６年度　刈谷依佐美地域包括支援センター　事業計画

①包括的支援事業：総合相談支援業務

②包括的支援事業：権利擁護業務

③包括的支援事業：包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

④介護予防・日常生活支援総合事業

地域への啓発・自己
の自己研鑽を行う機
会を作る。

その他（自由記述）

地域の社会資源や・
ニーズ把握をし、課
題解決に向けて地域
住民や専門機関と連
携を図る。

早期発見・早期対応
ができるように周知
する。
発生した場合は、迅
速に対応する。

成年後見制度の活用
促進

高齢者虐待への対応

介護予防支援事業の
普及・活用を行う。

住み慣れた地域で暮
らしていけるよう多職
種連携。居宅介護に
おける介護支援専門
員の後方支援を行
う。

地域型地域包括支援センター運営事業 資料６－２
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

認知症地域支援推進員会議を通して、医師会や行政の動向・ネットワーク会
議や市民フォーラムの進捗状況を確認し、自包括へ周知する。

通年

福祉健康フェスティバルの運営に参加し、認知症の啓発に努める。 年1回

地域密着型サービス
事業所の運営推進会
議への参加、連絡会
の開催及び運営支援

運営推進会議への出席を通して、各事業所が抱える課題やニーズを確認し
ていく。

通年

介護事業所サービス
事業者向け研修会等
の開催

・認知症地域支援推進員として、各サービス事業所へのオンライン研修運営
に参加する。
・推進員が行う市内全域の研修に参加し、担当地区でも研修会ができるきっ
かけを考えることができる。

通年

介護保険サービス事業所や医療機関にも認知症カフェを周知し、専門職の
参加を促す。

通年

各関係機関と連絡をとり、通年開催をする。
認知症カフェの普及啓発活動も行っていく。

通年

チームオレンジ開設
及び運営支援

認知症地域支援推進員が主催する勉強会オレンジにて、担当地区の参加者
と交流し、担当地域での活動方法について一緒に考える。

通年

医療機関（かかりつ
け医）、介護サービス
事業者等との連携支
援体制の構築

季刊誌配布と同時に挨拶周りをし、顔の見える関係を維持する。
認知症カフェの周知も兼ねて、各サービス事業所を1年に2回は訪問する。

通年

認知症高齢者及び若
年性認知症者やその
家族に対する相談

認知症家族交流会やケアラーズカフェの内容を把握し、その様子を自包括
へ周知。また、若年性認知症に関する研修を受講し、最新の施策を包括内で
共有する。

年度末

認知症サポーター養
成講座の実施

1年に3回、認知症サポーター養成講座を実施する。
サロン、いきいきクラブに周知し、開催へ繋げる。

随時

認知症ケアシステム
に関する各種事業へ
の参画

市内認知症地域支援推進員が行う活動に出席・運営支援を行う。
活動を自包括へ周知するとともに、担当地域で認知症ケアシステムを構築す
るために何が必要かを観察する。

随時

総合相談や地域住民との関りを持つ中で、支援対象者の把握、介入、支援
に繋げる。また地域から支援対象者に関しての相談が入りやすくなるよう、住
民や地域事業所等へのチーム員活動発信を行う。

通年

他チーム員がどのように支援対象者の把握、決定を行っているのか情報収
集を行い、取り入れる事が出来る方法は自地域で活かし、支援対象者の抽
出を行う。

年4回

対象者の訪問
事前にサポート医へ支援対象者候補の情報提供を行い、可能な限り助言を
受け訪問を行う。対象者の家族、知人等とも連携を図り、対象者への介入が
円滑に進む対応を行う。

通年

アセスメントの実施
必要に応じて医療・福祉の役割分担。関係構築の為、複数回の訪問によりア
セスメントを実施。支援対象者、家族・支援者双方の困りごとやニーズを確認
する。

通年

チーム員会議の開催

アセスメント訪問時の様子や対象者の関係者への聞き取り等した後は、その
都度サポート医、チーム員で共有し、支援対象者、家族を含めた支援方法を
検討する。支援対象者がいない時にも適宜サポート医と情報共有し、協力体
制を整える。

通年

支援の実施
チーム員、家族、関係事業所で適宜情報共有を行い、包括的に支援対象者
の支援を行う。

通年

支援の終了の決定

適切な医療・介護サービスに繋がり、支援対象者、家族共に身心の負担軽
減に繋がっているか確認し終了の決定を行う。医療サービス・介護サービス
に繋がっておらず、周囲の対応の工夫等による安定時には終了とするか慎
重に判断し、終了とする場合には支援が完全に途切れないよう留意する。

通年

引継ぎ後のモニタリ
ング

介護事業所等の引継先や家族への状況確認を行い、対象者本人・家族とも
安心して地域で暮らす事ができているか適宜モニタリングを行う。
再度介入が必要であればサポート医と連携し、即時対応する。

通年

認知症初期集中支援
チームの周知を図
り、認知症の本人、
家族が安心して地域
で暮らせる支援体制
を構築する。

支援対象者の把握、
決定

令和６年度　刈谷依佐美地域包括支援センター　事業計画

認知症地域支援推進員業務

認知症支援に関する
活動再開を支援し、
当事者や介護家族が
安心して地域での生
活を継続することが
できるよう支援する。

刈谷医師会認知症
ネットワーク会議への
協力及び認知症市民
フォーラムの企画運
営への参画

介護サービス事業所
等による認知症カフェ
の開設支援及び運営
支援

認知症初期集中支援チーム業務

認知症総合支援業務
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

個別課題解決機能
ニーズに応じた対応ができるよう個別ケア会議・自立支援型会議等で専門職
から意見・助言を受け、状態の維持・向上・悪化防止につなげる。

通年

ネットワーク構築機能
地域住民、地区の役職者、民生委員、介護・医療事業所、一般事業所等が
地域にどのような課題、社会資源があるのか共有しネットワーク構築が図れ
るよう、会議開催時には多世代、多分野に参加を呼びかける。

通年

地域課題発見機能
総合相談や地域の活動団体等へのアンケート、関わり等から、各地域で多く
なっている課題を抽出する。地域ケア会議で地域団体代表者、民生委員等
に地域で感じている課題の聞き取りを行う。

通年

地域づくり・資源開発
機能

地域と継続的な関わりを持ち、生活支援コーディネイターや社会福祉協議会
等と連携し、人材発掘や資源開発の後方支援を行う。

通年

政策形成機能 他市・地区での取り組みの情報収集を行う。 通年

困難事例に対する研修での情報収集や包括内での定期的なケース検討を
行い、職員誰もが適切に対応出来るように研鑽する。

随時

長寿課、基幹型包括等関係機関と適宜連携し、より適切と思われる支援を検
討する。

随時

地域が抱える課題の
把握及び共有、支援
策の検討

地域サロン、ボランティア団体、民生委員、自治会等と定期的に話す機会を
持ち、地域課題の把握を行う。総合相談から抽出される課題についても、地
域へ情報提供したのち、関係機関と連携し、地域住民が必要とする支援策
の検討を行う。

通年

介護・福祉・保健・医
療など多機関・多職
種との連携・調整

個別ケースや総合相談を通じて関りを持った多機関・多職種との関係が継続
出来るよう季刊誌配布や情報提供時には可能な限り直接事業所に出向く。
会議開催時には様々な職種で連携しやすいよう席次に配慮、コミュニケー
ションを図り易いよう工夫する。

通年

生活支援コーディ
ネーターとの連携・調
整、情報共有

個別型・地域型会議開催時に、ニーズにあった情報を提供できるように協
議・調整を行う。

通年

高齢者の自立支援に
向けた社会資源情報
の活用や、新たな
サービスの開発検討

生活支援コーディネイター、各包括からの情報をセンター全体で共有し、地
域サロン、ボランティア団体、自治会に社会資源情報を発信する。季刊誌等
を活用し、地域全体に社会資源を周知し、ニーズに応じて地域ケア会議を通
じて新たな資源ずくりを検討していく。

通年

介護サービス事業所
の職員及び介護支援
専門員のケアマネジ
メント向上の支援

地域の介護事業所同士が連携し、双方にケアマネジメントやサービスの質向
上につながるよう交流出来る機会を設ける。アンケート等により介護サービ
ス事業所、介護支援専門員の課題を抽出し、解決策検討や情報提供による
支援を行う。

通年

令和６年度　刈谷依佐美地域包括支援センター　事業計画

個別ケース・地域課
題を地域住民や関係
機関を交えて共通し

ていく。

支援困難事例の検討

地域ケア会議推進事業
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

地域のニーズを様々な方法で確認し、必要な資源が提供できるか把握して
いく。

通年

いきいきクラブやサロン等へ調査や個別相談の際に、住民が何を求めている
ものか課題を集め、地域ケア会議や季刊誌等で情報共有を行う。

通年

生活支援の担い手の
養成やサービスの開
発

今年度より開始される、ちょこっとささえあいの担い手や地域ニーズ解決へ
の担い手を発掘していく。

通年

地域活動把握調査
総合型スポーツ、いきいきクラブ、グループ・サークル活動の活動を把握し、
市内の介護予防の場の実態調査を行う。

通年

関係者のネットワーク
化

地域ケア会議（地域型・自立支援型）等で出た地域ニーズを把握し、関係機
関と連携を取る。

通年

基幹包括及び生活支
援コーディネーター間
で情報共有及び連携
を行う

地域出でたニーズや研修等で得た情報を連絡会等を通じて情報共有をして
いく。

通年

地縁組織等多様な活
動主体への協力依頼
などの働きかけをし、
目指す地域の姿の共
有、意識の統一を行
う

地域ケア会議や個別ケア会議等に関係機関だけでなく、一般企業等にも参
加してもらえるよう働きかけていく。

通年

支援が必要な世帯を
把握し、支援につな
げる

公正中立な立場から、求められるニーズにできるだけ複数の選択肢から選
んでもらえるよう情報を幅広く取り入れ提供する。

通年

各地域包括支援セン
ターの専門職と協力
し、支援者にあった
サービスにつなげる

ささえあいガイドの活用や地域資源把握で得た情報を共有し、サービスにつ
なげる。

随時

協議体の構成員とし
て刈谷市生活支援・
介護予防体制整備推
進協議会への参加

地域内の活動紹介・情報共有し、状況によっては支援・協力体制が取れるよ
うにしていく。

通年

相談支援業務
自包括に入った個別の総合相談からニーズ把握を行い適切な資源へつなげ
る。

通年

啓発活動
地域活動把握（総合型スポーツ・いきいきクラブ・サロン団体）に出向いた際
に、ささえあいガイドを活用し地域住民にコーディネーターを周知する。

通年

国や都道府県等が主
催する研修への参加

生活支援コーディネーター業務に有益な研修に参加し、地域や他コーディ
ネーターに情報提供を行う。

随時

ニーズと取組のマッチング（仕様書：６）

地域課題を解決する
ために分かりやすく
説明・提供できるよう

になる。

その他（仕様書：７，８，９，１０）

課題解決に向けて情
報共有や教養を高め
る。

地域住民が住み慣れ
た地域で長く生活が
できるよう今ある資源
の把握、必要とされ
ているニーズの確認
を行う。

令和６年度　刈谷依佐美地域包括支援センター　事業計画

資源開発（仕様書：１，５）

地域のニーズと資源
の状況の見える化、
問題提起

ネットワーク構築（仕様書：１，２，３，４）

多様なニーズに応え
れっるよう、地域や関
係機関と顔つなぎを
行う。

生活支援コーディネーター業務
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

地域におけるネッワーク構築業
務

・センターの広報活動をすると共に、日頃の相談等から地域課題や社会資源
を確認・分析し、不足している資源を把握する。また、地域ケア会議開催や介
護予防教室等へ積極的に出向き顔の見える関係づくりを継続する。センター
や専門職の周知のため、地域住民に関心を持ってもらえる包括だよりの発行
をする（年4回以上）。また、医療機関等にも足を運び、介護との連携や包括
チラシを設置してもらえるよう働き掛けていく。

年度末

実態把握業務

・民生委員や地域住民等から相談があった世帯に対して、早期に連携し、同
行訪問やお元気訪問等で状況把握を継続していく。また、重層的支援を要す
る世帯の支援が増えており、その実態把握のために、生活福祉課・福祉総務
課・障害・児童・母子等の他機関とも連携し、状況悪化を未然に防ぐことがで
きるように努める。

年度末

総合相談業務

・親切丁寧、迅速に初期相談対応を行う。また、適切な専門機関やサービス
へつなげていく。高齢者や介護保険分野に関わらず、ワンストップ総合相談
窓口としての機能を果たしていく。様々な視点での内部研修を行い（年2回程
度）、相談対応できる知識の底上げを図っていく。

年度末

成年後見制度の活用、促進
・判断能力のある程度のレベルを見極め、権利擁護の各種制度を適切に案
内できるように日頃から資料を用意し相談対応にあたる。必要に応じて、成
年後見支援センター等へ円滑につなげる。

随時

高齢者虐待への対応

・基幹型包括への通報からコアメンバー会議開催まで速やかに情報収集を
行い、早期の時点で対応方針を固め、役割分担をし迅速に対応にあたる。対
応後も、モニタリングを行い、終結判断まで行う。また、新しい高齢者虐待マ
ニュアルやICTを活用した情報共有の方法等についての内部研修を行う。

随時

困難事例への対応
・相談が入り次第、各専門職と内容について精査して、主任ケアマネを中心
に事例検討の機会を持ち、必要に応じて、速やかに個別ケア会議を開催す
る。役割分担、対応方法を固め対応にあたっていく。

随時

消費者被害への対応
・消費者被害ケースの相談があれば、くらし安心課と連携を図り、情報収集
し、迅速に介入支援を行う。そのための支援パッケージ等も検討し、準備して
おく。一般・団体向けに、不審電話防止装置の普及活動に努める。

随時

多職種交流会・地域包括交流会等に参加をして顔の見える関係を作りを継
続する。相談事例に対して関係機関と円滑に連携が図れるように努める。今
年度も、各職員が各交流会等へ積極的に参加して体制構築に取り組み、迅
速な対応を心掛けていく。

随時

・医療機関へ包括チラシ等を配布する際、医師や窓口担当者との顔の見え
る関係づくりに力を入れ、医療機関と電話や書面等での情報共有などの連
携を適宜行い、適切な支援につなげていく。

随時

・介護支援専門員より相談があれば適宜対応し、困難事例に対しては早期
の段階から個別ケア会議を開催（年6回程度）し、参加・同行訪問等を行うこ
とで後方支援を行っていく。カスハラ等の対応についても助言ができるよう知
識をもっておく。

随時

・地域の介護支援専門員向けにケアマネジメントを行う上で、役立つ研修を
企画し開催していく（年1回程度）。 下半期

第1号介護予防支援事業
・自立支援、介護予防に向けて適切なサービスへつなげ、マネジメントを行っ
ていく。特にサービスCについては、サービス内容をよく理解していただき、自
己選択、自己決定ができるように分かりやすい説明を行っていく。

随時

一般介護予防事業

・介護予防事業（普及活動、活動支援、地域リハビリテーション活動支援)に
ついて団体等へ積極的に案内を行う。また、地域リハビリテーション活動事
業の利用につなげられるよう事業所の地域貢献委員会の療法士派遣活動
（インフォーマル）や社協の体操教室などを活用し、団体の介護予防活動の
動機付けを行っていく。

随時

・在宅医療と介護連携体制の構築に向けた支援（医療機関との情報連携、入
院時の情報提供、病院等への包括周知、各種チラシ等の配布）を行う。
ZOOM等を導入することで、カンファレンス等の開催機会を増やしていく。同
様に医療従事者も参加したサービス担当者会議開催も増やしていきたい。

年度末

・介護予防教室の提案と実施。（いきいきクラブ年2回 、高齢者サロン年2回、
その他）。特定健診を案内し、病気の早期発見、早期治療を図る。 年度末

自立支援、介護予防
支援を取り入れたマ
ネジメントの質を向上
させ、また、イン
フォーマルサービス
等を積極的に取り入
れられるようにしてい
く。

ICTを活用し、医療と
介護の連携を強化で
き、地域の介護予防
を活性化できるように
していく。

令和６年度　刈谷朝日地域包括支援センター　事業計画

包括的支援事業：総合相談支援業務

包括的支援事業：権利擁護業務

包括的支援事業：包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

介護予防・日常生活支援総合事業

その他（自由記述）

センターがより周知さ
れ、相談の入りやす
い仕組みづくりを行
い、かつ、できる限り
ワンストップ総合相談
窓口を目指す。

高齢者の権利擁護だ
けでなく、世帯が抱え
る課題にも目を向
け、関係機関に繋げ
られるよう支援をして
いく。

医療機関や地域の関
係機関、介護支援専
門員との連携を図る
取り組みや交流会の
開催、地域の介護支
援専門員への支援に
より包括的・継続的ケ
アマネジメントの体制
を構築していく。

その他

包括的・継続的ケアマネジメント
の体制構築に向けた取り組み

介護支援専門員に対する支援

地域包括支援センター運営事業 資料６－２
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

・福祉健康フェスティバル、認知症市民フォーラムの企画運営に参画・協
力を行い、（年１回）、広く普及啓発活動を行う。 年度末

・地域の医療機関に対して包括に関するチラシを配布し、医師や窓口担
当の方と顔の見える関係づくりを行い、早期に包括が介入・連携ができる
ようネットワークの強化を図る。（年１～２回）

年度末

・地域密着型サービス事業所の運営推進会議へ参加し、運営状況の確
認と、地域情報の共有を図る。　（圏域内1か所） 年度末

・ボランティア団体等が行う認知症カフェ（ひろまるひろば　たんぽぽカ
フェ、ひがしかりやカフェ）の開催の後方支援を行う。参加者の募集、ボラ
ンティアの募集、運営相談、ひがしかりやカフェが行われているカフェシュ
エットとの運営相談を行う。認知症カフェ主催者交流会の企画運営に参
画・協力を行う。

年度末

・認知症初期集中支援チームと情報共有・協働し、個々のケースの対応
を行い、認知症の方とその家族が医療、介護保険サービスなど必要な支
援に結びつくことができる。

年度末

・認知症サポーター養成講座・認知症サポータステップアップ研修・認知
症勉強会オレンジの実施・啓発活動を行う。（年4回程度）地域の方の認
知症啓発を行い、認知症への理解が深まり、対応力が向上する。それに
より、認知症の方とそのご家族が暮らしやすくなる。

随時

・認知症介護をしている家族に向けて、認知症家族支援プログラム、認
知症介護家族交流会、認知症カフェの紹介を行う。それにより、ご家族が
相談できる場所と介護をする仲間が増える。

年度末

・徘徊等有事の際、早期発見につなげられるようSOSネットワーク事業へ
の登録を促し、また、地域住民向け講座等を行う際には、講座内容の中
で、刈谷市の認知症に対する取り組みを紹介する。

年度末

支援対象者の把握、決定

・包括内ミーティング、カンファレンスにて多職種から対象候補者の情報
収集を行い、該当者を抽出し支援を行う。（随時）情報収集により、問題
点を提起し初回からチームとして介入する。候補者を把握次第、サポート
医と連携・相談していく。

年度末

支援対象者の訪問
・訪問の際は、どのような手順や方法が効果的な支援につながるか事前
に包括内で十分に検討してから行う。具体的な介入方法も同様に検討し
決めてから行う。

随時

アセスメントの実施
・職員間で役割分担をしっかり行い、本人や家族から情報収集しサポート
医への情報提供を行う。

随時

チーム員会議の開催
・日頃からサポート医との連携を図り、チーム員会議の開催を速やかに
行えるように調整する。また、令和3年度から開始した定例での情報共有
の場を継続していく。

上半期

支援の実施

・役割分担や支援方法、期間を出来るだけ明確にし支援を評価、検討が
出来るようにする。短期目標を設定し、その目標に対して具体的な支援
方法を考えて介入する。支援力を高められるよう研修等へ参加し、自己
研鑽に努める。

随時

支援の終了の決定
・医療、介護サービスの利用状況、症状緩和、家族負担の軽減度合いを
関係者と見極めて判断する。

随時

引継ぎ後のモニタリング
・認知症地域支援推進員等引継ぎ先などから適切な支援が出来ている
か状況の確認を必ず行う。

随時

令和６年度　刈谷朝日地域包括支援センター　事業計画

認知症地域支援推進員業務

認知症初期集中支援チーム業務

認知症に関する様々
な視点での普及啓発
活動を行い、相談し
やすい地域づくりを

行っていく。

認知症の人やその家
族へ早期に関わる
チームとして、医療と
介護の連携強化や早
期診断、早期対応に
向けた体制の構築を
図りつつ、一つ一つ
のケースに粘り強く
支援していく。

医療・介護・地域支援サービスの連携
を図る事業

認知症の人とその家族を支援する事
業

認知症総合支援業務
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

（１）地域ケア会議の実施   ①個別課題解決機能

　・困難事例の対応や地域ケア会議の開催では、包括のネットワークを活かし関係
 者を招集し支援内容を検討。日頃の支援の中で上がってくる困難事例については、
 個別ケア会議を行う。（年6回程度）その中で、地域で共通意識をもって取り組む
 内容は、地域ケア会議を行う。（年３回）、民生委員との意見交換や連携強化を目的
に勉強会などを行う。（年１回）

随時

 　　　　　　　　　　　　　　　　　②ネットワーク構築機能

　・個別ケア会議や地域ケア会議の開催にあたり、内容に応じて、他機関・多職種・
 民生委員・ボラティア団体などの地域住民に対して、速やかに参加を呼びかけて
 いく。また、新しい事業所にも声をかけていく。案内配布（年３回）や議事録配布（年
３回）の際、 可能な範囲で手渡しで行うなどし日頃から顔の見える関係性づくりを継
続していく。

随時

 　　　　　　　　　　　　　　　　　③地域課題発見機能
　・日頃の相談支援。困難事例、地域ケア会議、行政資料、新聞、各団体が行うアン
ケート等から地
 域課題を抽出する。

年度末

 　　　　　　　　　　　　　　　　　④地域づくり・資源開発機能
　・事例検討を通して、地域住民等の意識を高め、可能であれば自治会や公民館、
福祉委員会等とつながり、地域活動の活性化につなげられるようなっていくとよい。

年度末

 　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤政策形成機能

　・協議体にて圏域内・市内のニーズ・課題を積極的に発信していく。また、他市の取
り組 みの情報にもアンテナをはり、課題解決のための具体策についても提案できる
よう日々情報収集を行っていく。

年度末

（２）支援困難事例検討

　・支援困難な事例については、速やかに包括内でミーティングにて検討会を行う。
必要に応じて他機関・多職種を招集し、支援方法、役割、期間等を決め支援にあた
る。また、共通意識をもって支援にあたれるよう独自の議事録を作成・配布し経過確
認や評価を行っていく。

随時

（３）地域が抱える課題の把握及び共有、支援策の検討
　・日頃の支援の中から課題を収集、事例検討等を通して問題提起を行う。支援策
は関係団体や地域住民の意見を聞き、時間をかけて課題解決の方法を探っていく。

年度末

（４）介護・福祉・保健・医療など他機関・多職種との連携・
     調整

　・地域ケア会議の参加呼びかけの過程で、包括の周知と顔の見える関係づくりを
行う。また、関係者が今後の支援で連携がしやすいよう席次の配慮やコミュニケー
ションを図りやすいよう工夫を行う。

年度末

（５）生活支援コーディネイターとの連携・調整、情報共有
　・サロン等の情報について包括内ミーティングにおいて、社会福祉士や保健師など
から、団体の運営状況等を共有していく。出前講座や体操教室、講師派遣等のマッ
チングを行うことによって、各団体の機能強化を図っていく。

随時

（６）高齢者の自立支援に向けた社会資源情報の活用
     や新たなサービスの開発検討

　・社会資源の深堀調査の情報を集約し、相談者、高齢者サロン、地域ケア会議等
で支え合いガイド等を配布。ニーズの聞きとりも行い地域資源の過不足について検
討できるようにする。また、ガイドへ掲載してもらえそうな事業所等へ働きかけ、ガイ
ド内容の充実を図っていく。

年度末

（７）介護サービス事業所の職員及び介護支援専門員
     のケアマネジメント力向上のための支援

　・圏域内で実際に個別ケア会議や検討会を重ねた事例を通して、他機関・多職種
を招集し、支援内容を検討していく中で、多面的な視点に基づく支援方法を学べる機
会をつくり、（年１回）マネジメント力の向上を図っていく。

年度末

（８）地域ケア会議の推進するための連携会議への出席
　・他圏域の好事例を参考にし、自圏域でも導入可能か、形を変えて取り入れられ
 るか検討していく。

年度末

（９）アドバイザーの意見を取り入れ、地域ケア会議の内容
     の充実を図る

　・協議会等に出席し、アドバイザーの総括などを参考に、事業を進めていく。 随時

令和６年度　刈谷朝日地域包括支援センター　事業計画　

民生委員や医療・介護の
専門職などの関係機関と
の顔の見える関係づくり
と話し合いの場を重なる
ことで、円滑な連携方法
とその具体策を共有し、
地域の福祉力を高めて
いく。

地域ケア会議の実施

地域ケア会議推進事業
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活動目標 支援センター業務 具体的活動内容 達成目標時期等

（１）地域のニーズと資源の状況の見える化、問題
     提起

 ・社会資源の深堀り調査にて、スポーツ、いきいきクラブ活動、サークル活動など、詳細な
データの情報収集を行い、連絡会で情報を出し合い、支え合いガイド等に情報を集約して
いく。集い場や会議等で、積極的に説明、配布していく。不足しているサービス等を、支え
合い事業へ伝え、新たなサービス項目を増やしていく。

随時

 ・サロン等の情報をまとめ、普段の相談案件において、適宜集い場への参加を促してい
く。 随時

 ・自立支援会議（年1～2回）に参加し、ニーズや資源情報を発信していく。 年度末

（５）生活支援の担い手の養成やサービスの開発
 ・やる気のある方、ボランティア精神の高い方など、積極的に担い手（支え合い事業）登録
を促しサービス提供者を増やしていく。支え合いガイド掲載を業者へ呼びかけ、お役立ち
情報としてのサービスの掲載数を増やしていく。

年度末

（１）地域のニーズと資源の状況の見える化、問題
     提起

 ・関係機関などからの情報や個別ケース等から出た課題等について、連絡会や協議体等
で発信していく。

年度末

（２）関係者のネットワーク化
 ・会議等に積極的に参加し、多職種、他機関、ボランティア等との関係性の強化を図って
いく。

随時

（３）基幹型地域包括支援センター及びコーディネー
　　　ター間で情報共有及び連携を行う

 ・資源情報については、各コーディネイターが情報を持ち寄り共有していく。連絡会等（年
１２回）で社会資源や担い手の情報交換を行い、必要時、関係機関等へつなげていく。

随時

（４）地縁組織等多様な活動主体への協力依頼
     などの働きかけをし、目指す地域姿の共有、
     意識の統一を行う

 ・、ボランティア団体や民生委員などからの情報を大事にし、支え合い事業の普及啓発を
行い、新しい地域の福祉力を 高めていく。 年度末

（６）ニーズとサービスのマッチング
 ・日頃の支援から、様々なニーズを把握し、支え合い事業へつなげていく。身近にある
サービス情報を収集し、親切丁寧にマッチングを試みる。また、相談者が選択、自己決定
できるよう資料についても日頃から用意しておく。

随時

 ・日頃から関係機関等へ出向きとコミュニケーションを図り、必要時に関係機関やボラン
ティア団体等の代表と連携を取りやすくしておく。 随時

（７）協議体の構成員として刈谷市生活支援・介護
     予防体制整備推進協議体への参加

 ・地域課題に対する具体的な解決案について、協議体にて他委員と検討していく。 （年3
回）また、委員同士との協働や、委員が行っている取り組みを普段の相談支援の中で、情
報提供を行っていく。

年度末

（８）相談支援業務
 ・日頃から新たな社会資源情報にアンテナをはり、相談者へすぐに提案できるよう情報を
整理し、提供できるようにしていく。

随時

（９）啓発活動
 ・生活支援コーディネイターのチラシを連絡会で作成し、また、支え合いガイド等のお役立
ち情報について会議や高齢者の集い場へ出向き、周知できる機会をつくる。（年2回程度） 随時

（１０）その他  ・推進会議や連絡会等へ参加し、圏域・市内外の実態や課題を把握できるよう努める。 年度末

 ・研修（年1回以上）や連絡会、他市等からの情報から積極的に好事例の情報収集を行う。 随時

地域課題とその解決方法
を考え、他地域の取り組み
などを参考にしながら、具
体策を全体の会議で提案
していく。

ニーズと取組のマッチング（仕様書：６）

高齢者の生活ニーズを把
握、丁寧にマッチングを試
みていく。

その他（仕様書：７，８，９，１０）

令和６年度　刈谷朝日地域包括支援センター　事業計画

資源開発（仕様書：１，５）

ネットワーク構築（仕様書：１，２，３，４）

フォーマル・インフォーマル
な情報を日頃から集め、集
約し、支え合いガイドや一
覧表にまとめ、広く地域住
民に周知していく。

日頃の支援等から関係機
関から情報収集と、顔の見
える関係性づくりを行い、
日頃から連携を取りやすい
環境づくりを行っていく。

生活支援コーディネーター業務
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令和５年度各地域包括支援センター業務実績報告書（年報）
富士松 雁が音 中部 中央 依佐美 朝日 合計 前年度 伸び率

5495 6381 9949 5342 4936 7684 39,787 39,163 1.6

8568 10452 19857 8965 9427 13250 70,519 68,768 2.5

320 569 563 287 670 408 2,817 2,684 5.0

5175 5812 10824 5055 4266 7276 38,408 37,100 3.5

3978 3779 5806 2794 2631 3586 22,574 21,098 7.0

2025 2045 4056 1986 2196 3250 15,558 15,547 0.1

15 206 44 33 27 35 360 214 68.2

38 46 108 24 46 59 321 330 -2.7

0 1 31 4 3 0 39 63 -38.1

0 13 21 1 0 0 35 55 -36.4

29 93 93 64 99 117 495 538 -8.0

257 358 870 311 549 724 3,069 2,972 3.3

321 527 762 464 519 861 3,454 3,861 -10.5

1505 2469 6787 2306 2503 3447 19,017 18,628 2.1

26 96 46 50 34 87 339 344 -1.5

335 753 1059 837 817 998 4,799 4,618 3.9

39 66 174 91 3 86 459 500 -8.2

3278 4949 8658 5054 5621 6382 33,942 34,756 -2.3

224 369 661 287 190 457 2,188 2,126 2.9

2211 1407 2898 1125 1312 2096 11,049 10,510 5.1

564 1094 1775 1058 505 649 5,645 4,883 15.6

331 518 2956 411 368 685 5,269 4,855 8.5

75 22 11 173 1 123 405 346 17.1

109 60 108 173 196 257 903 949 -4.8

611 891 3517 338 1555 2226 9,138 9,072 0.7

154 269 612 185 496 808 2,524 2,545 -0.8

142 159 2128 50 268 394 3,141 3,052 2.9

54 68 183 49 126 200 680 765 -11.1

150 227 829 191 496 778 2,671 2,934 -9.0

12 16 24 1 17 44 114 144 -20.8

69 56 141 56 77 244 643 878 -26.8

134 188 562 351 207 501 1,943 2,204 -11.8

73 114 266 35 106 329 923 1,087 -15.1

177 113 251 169 132 301 1,143 1,095 4.4

19 95 188 259 114 269 944 817 15.5

79 77 279 154 194 215 998 904 10.4

77 193 328 169 9 465 1,241 1,011 22.7

2 2 26 0 9 24 63 70 -10.0

45 157 54 87 21 120 484 308 57.1

27 119 39 277 28 210 700 458 52.8

0 4 6 1 4 2 17 6 183.3

1 11 22 33 0 25 92 50 84.0

利用申込受付 155 23 69 75 21 33 376 299 25.8

アセスメント 138 69 197 81 52 54 591 495 19.4

サービス調整 245 564 1358 501 305 255 3,228 3,198 0.9

サービス担当者会議 99 117 200 181 75 91 763 616 23.9

プラン交付 96 116 193 104 72 100 681 592 15.0

モニタリング 849 624 1797 987 282 294 4,833 4,649 4.0

評価 70 134 215 120 41 11 591 551 7.3

委託分の確認業務 20 9 6 10 16 64 125 189 -33.9

その他 27 215 29 253 1 110 635 349 81.9

利用申込受付・契約 254 62 37 48 53 79 533 453 17.7

アセスメント 256 117 162 59 119 133 846 691 22.4

サービス調整 711 1101 1804 511 782 1118 6,027 5,968 1.0

サービス担当者会議 201 216 208 201 228 280 1,334 1,137 17.3

プラン交付 228 260 174 98 222 363 1,345 1,256 7.1

モニタリング 1696 1130 1786 848 878 1063 7,401 6,649 11.3

評価 217 216 305 145 149 30 1,062 960 10.6

委託分の確認業務 85 71 41 32 75 217 521 611 -14.7

暫定サービス利用調整 15 53 408 19 103 181 779 857 -9.1

その他 43 506 38 167 1 417 1,172 642 82.6

その他

その他

介
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ト
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務
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総
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事
業
）
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ア
マ
ネ
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ン
ト

介
護
予
防
支
援

（

要
支
援
者
）

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

権
利
擁
護
業
務

成年後見制度の利用

虐待への対応

困難事例への対応

消費者被害への対応

施設利用

福祉サービス

インフォーマルサービス

各種代行申請

介護支援専門員　支援

家族相談

FAX・メール・郵送

その他

総
合
相
談
支
援
業
務

安否確認

介護保険利用援助

福祉用具・住宅改修

介護生活

認知症相談

医療・保健

受診付添い

介護支援専門員

サービス提供事業者

専門職（弁護士・司法書士等）

関係機関（行政・包括等）

その他

援
助
方
法

電話

来所

利用者宅訪問

訪問（事業所・現場等）

地域住民

知人

市内圏域外

市外

民生委員

医療機関

1

センター名

利用者数

相談件数

相
談

初回

継続

相
手
先

本人

家族

資料６－３



活動目標 支援センター業務

富士松包括 4件 雁が音包括 7件 中部包括 3件

中央包括 2件 依佐美包括 6件 朝日包括 7件

計 29件

富士松包括 11件 雁が音包括 15件 中部包括 4件

中央包括 8件 依佐美包括 12件 朝日包括 16件

計 66件

相談支援、施策への提言、その他業
務を実施する。

地域住民からの相談にも応じ、各包括や関
係機関と連携して地域課題解決を図る。

地域包括ケアシステム構築に向けて
各種会議に参加する。

包括業務関連の各種会議及び包括交流会
に参加する。

資質向上及び研修等を実施する。

医療と介護の連携を図る。 在宅医療と介護連携体制の構築を目指す。

刈谷市が企画する医療と介護の連携についての研修会や会議に参加した。
・刈谷市在宅医療・介護連携推進協議会やACPをテーマにした交流会
・アルコール健康障害対策地域推進会議
・やまむら歯科クリニック主催の歯科が取り組む地域包括ケア実践事例発表会
・長寿課と刈谷豊田総合病院、ケアマネジャーとの連携会議について刈谷ケアマ
ネ連絡会事務局として後方支援

権利擁護業務の支援及び普及啓発
を行う。

成年後見制度をはじめとする権利擁護業務
について各包括の支援を行う。

包括職員、市内のケアマネ及び長寿課新任
職員向けに研修会を実施する。

緊急・処遇困難ケースの解決に向けて関係
機関と連携して対応する。

包括連絡会及びセンター長会の事務局とし
て、開催・運営を行う。

ワーキング（事業検討）チームの設立・運営
を行う。

各包括が行う地域ケア会議に参加し
て課題抽出を行う。

認知症総合支援事業の施策を推進
する。

地域ケア会議に参加をして、検討内容や抽
出された課題を把握する。

地域型センターが円滑に業務実施で
きるよう、様々な支援を行う。

市役所、認知症機能強化型センターの後方
支援を行う。

各包括からの相談に応じ、課題解決に向け
て指導・助言を行う。

地域型センターが実施する業務に関する要
望や質問の取りまとめを行う。

地域型センターの業務実績から課題を抽出
し、課題解決の方策を探る。

地域型センターの全体調整を行う。

事務局として会議開催に向けて議題集約及び回答のとりまとめを行った。会議
開催時には議事進行と書記を担った。

令和5年度　刈谷市基幹型地域包括支援センター　実績報告

虐待事例の解決に向けて刈谷市高齢者虐
待マニュアルに準じて支援する。

直接的に地域住民からの相談に応じる場面は限定的であり、各包括がその役割
を担ってはいるが、虐待対応や支援困難事例においては、直接自宅や介護事業
所等を訪問した。
住民からの窓口相談・電話相談は対応し、関係機関に繋いだ。

具体的活動内容

各地域包括支援センターへアンケートを実施した。要望や改善点等の意見聴取
を行い、その後長寿課とアンケート結果について検討した。

各包括の抱える課題について、解決が図られるように書面のみならず、現場の
声にも耳を傾けるように尽力した。

刈谷市、各包括支援センター及び関係機関と連携して虐待事例の対応を行い、
また、毎月刈谷市と虐待ケースについての情報共有を行った。

２か月に１度、市役所及び認知症機能強化型センターと協議を行い地域課題や
目標について共有した。

各種会議に市内包括を代表して参加した。また、障害相談支援事業所との事例
検討会や交流会を行った。

各包括が実施する地域ケア会議の日程を把握し、運営の側面的支援及びいち
参加者として、情報共有や他参加者の発言内容等を把握する。その後関係機関
と情報共有や課題解決に向けての検討を行う。

虐待事例同様、各関係機関と連携して、緊急・処遇困難ケースの対応を行い、毎
月刈谷市と情報共有を行った。

各地域包括支援センターへアンケートを実施した。要望や改善点等の意見聴取
を行い、その後長寿課とアンケート結果について検討した。(再掲）

虐待ケースの対応方法について、５月、８月、１２月、３月と各地域型センター及
び長寿課と検討を行った。

成年後見制度の活用が見込まれるケースについて、社協権利擁護係と連携し
て、制度の活用促進を行った。
成年後見制度のパンフレットや講演会の案内を窓口に設置し、一般の方へ配布
できる環境を整えた。

・刈谷ケアマネ連絡会事務局として、市内ケアマネ向けにアセスメント力向上研
修会（年２回）の企画運営を行った。
・年度当初に長寿課新任職員向けに包括業務についての研修会を実施した。
・主任ケアマネ部会として、ケアマネ（３年目未満）の交流会を実施した。


